
 令和　　年　　月　　日

安中市教育長　岩﨑　聡　　様

  下記のとおり物品を借受けました。

　※紛失・破損など弁償について
　・かるた返却の際には、札の順番を揃えてください。
　・物品（一部の場合を含む。）を紛失した場合、弁償していただく場合があります。
　・汚破損によりその後貸出できない状態の場合、弁償していただく場合があります。
　・破損した場合、ご自身で修理を行わず生涯学習課までお持ちください。
　・貸出時より汚破損があった場合は返却の際にお知らせください。

借受の条件

住  所

氏  名

      借受人

無料

物      品      借      用      書

数 量

記

品  目 ・ 名  称 使  用  目  的 借受期間 借  受  料（円）


